
規

則 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
分
校
） 

第
二
条 

分
校
を
設
置
す
る
学
校
、
分
校
の
名
称
及
び
分
校
の
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

分
校
を
設
置
す
る
学
校 

 
 
 
 

分 

校 
の 
名 

称 
 
 
 
 
 

分 
 

校 
 

の 
 

位 
 

置 

 
 

埼
玉
県
立
川
越
特
別
支
援 

埼
玉
県
立
川
越
特
別
支
援 

川
越
市
大
字
砂
新
田
字
武
蔵 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
川
越
た
か
し
な
分
校 

野
元
南
田
島
分
二
千
五
百
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十
四
番
地 

 
 

埼
玉
県
立
草
加
か
が
や
き 

埼
玉
県
立
草
加
か
が
や
き 

草
加
市
原
町
二
丁
目
七
番
一 

 
 

特
別
支
援
学
校 

 
 

 
 

特
別
支
援
学
校
草
加
分
校 

号 

 
 

埼
玉
県
立
大
宮
北
特
別
支 

埼
玉
県
立
大
宮
北
特
別
支 

さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
西
遊 

 
 

援
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

援
学
校
さ
い
た
ま
西
分
校 

馬
千
六
百
一
番
地 

 
 

埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支 

埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室 

 
 

援
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

援
学
校
伊
奈
分
校 

 
 

 

八
百
十
八
番
地
二 

 
 

埼
玉
県
立
越
谷
西
特
別
支 

埼
玉
県
立
越
谷
西
特
別
支 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
ゆ
め
み
野 

 
 

援
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

援
学
校
松
伏
分
校 

 
 

 

東
二
丁
目
七
番
地
一 

 
 

埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支 

埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字 

 
 

援
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

援
学
校
嵐
山
学
園
分
校 

 

東
原
二
百
六
十
四
番
一 

 
 

埼
玉
県
立
春
日
部
特
別
支 

埼
玉
県
立
春
日
部
特
別
支 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
東
六
百 

 
 

援
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

援
学
校
宮
代
分
校 

 
 

 

十
一
番
地 

 
 

埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援 

埼
玉
県
立
上
尾
特
別
支
援 

上
尾
市
中
新
井
五
百
八
十
五 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
上
尾
南
分
校 

 
 

 

番
地 

 
 

埼
玉
県
立
騎
西
特
別
支
援 

埼
玉
県
立
騎
西
特
別
支
援 

北
本
市
古
市
場
一
丁
目
百
五 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
北
本
分
校 

 
 

 
 

十
二
番
地 

 
 

埼
玉
県
立
川
口
特
別
支
援 

埼
玉
県
立
川
口
特
別
支
援 

川
口
市
大
字
里
二
百
二
十
五 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
鳩
ケ
谷
分
校 

 
 

 

番
地
一 

 
 

埼
玉
県
立
狭
山
特
別
支
援 

埼
玉
県
立
狭
山
特
別
支
援 

狭
山
市
大
字
上
奥
富
字
揚
櫨 



」 

「 

「 

「 

」 

」 

「 

「 

」 

」 

「 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
狭
山
清
陵
分
校 

 
 

木
下
三
十
四
番
地
三 

 
 

埼
玉
県
立
久
喜
特
別
支
援 

埼
玉
県
立
久
喜
特
別
支
援 

白
岡
市
高
岩
字
谷
中
二
百
七 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校
白
岡
分
校 

 
 

 
 

十
五
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

 
 

学
校
教 

 

別
表
埼
玉
県
立
川
口
特
別
支
援
学
校
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
学 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

的
障
害 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
学
齢
生
徒
で
知 

育
法
に
規
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

的
障
害
の
あ
る
者 

齢
生
徒
で
知 

を 

鳩
ケ
谷 

高
等
部 

三
年 

 

四
八 

中
学
部
を
卒
業
し
た 

に
改
め
、
同 

の
あ
る
者 

 
 

 

分
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
又
は
こ
れ
に
準
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
者
で
知
的
障
害
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
る
も
の 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

 
 

学
校
教
育
法 

表
埼
玉
県
立
狭
山
特
別
支
援
学
校
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
学
齢
生 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

的
障
害
の
あ 

 
 

 
 

 
 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
学
齢
生
徒
で
知 

に
規
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

的
障
害
の
あ
る
者 

徒
で
知 

を 

狭
山
清 

高
等
部 

三
年 

 

四
八 

中
学
部
を
卒
業
し
た 

に
改
め
、
同
表
埼 

る
者 

 
 

 

陵
分
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

者
又
は
こ
れ
に
準
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
者
で
知
的
障
害
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
る
も
の 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高 
 

等 
 

部 

三
年 

 

六
二 

中
学
部
を
卒
業
し 

玉
県
立
久
喜
特
別
支
援
学
校
の
項
中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
又
は
こ
れ
に
準 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
者 

 

 
 

 
 

高 
 

等 
 

部 

三
年 

 

六
二 

中
学
部
を
卒
業
し
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

者
又
は
こ
れ
に
準
ず 

た 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
者 

ず 

を 

白
岡
分 

高
等
部 

三
年 

 

四
八 

中
学
部
を
卒
業
し
た 

に
改
め
、
同
表
埼
玉
県 

 
 

 
 

校 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者
又
は
こ
れ
に
準
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
者
で
知
的
障
害
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
る
も
の 

 
 

 

立
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



 
 

埼
玉
県
立
岩
槻
は 

小 
 

学 
 

部 

六
年 

 
 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学 

 
 

る
か
ぜ
特
別
支
援 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

齢
児
童
で
知
的
障
害
の
あ
る 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

齢
生
徒
で
知
的
障
害
の
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

者 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
高 

 

等 
 

部 

三
年 

一
二
〇 

中
学
部
を
卒
業
し
た
者
又
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

こ
れ
に
準
ず
る
者 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


